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教職員の懲戒処分について 

 

 

 教職員の懲戒処分を、令和５年１月１６日付けで下記のとおり行いました。 

 

 

記 

 

 

 ＜懲戒処分等の概要＞ 

○飲酒運転 

被 処 分 者 
県立大垣桜高等学校 会計年度任用職員（特別非常勤講師） 

 髙
たか

田
だ

 禮
れい

三
ぞう

（７８歳・男性） 

事案の概要 
令和４年６月３日、自身の経営する飲食店において飲酒した後、自ら自

家用車を運転した。 

処   分 免職 

根 拠 法 規 地方公務員法第２９条第１項第１号及び第３号 

関係者の措置 校長 文書訓告 

 


